
 

 

埼 玉 県 青 少 年 健 全 育 成 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 新 旧 対 照 表                             （ 傍 線 の 部 分 は 、 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現   行 

埼 玉 県 青 少 年 健 全 育 成 条 例 埼 玉 県 青 少 年 健 全 育 成 条 例 
 

第 一 条 ～ 第 十 八 条 の 二 （ 略 ） 
 

第 一 条 ～ 第 十 八 条 の 二 （ 略 ） 

 （ 勧 誘 行 為 の 禁 止 ）   （ 勧 誘 行 為 の 禁 止 ）  

第 十 八 条 の 三 何 人 も 、 青 少 年 に 対 し 、 次 の 行 為 を 行 っ て は な ら な い 。  第 十 八 条 の 三 何 人 も 、 青 少 年 に 対 し 、 次 の 行 為 を 行 っ て は な ら な い 。  

 一 着 用 済 み 下 着 等 を 売 却 す る よ う に 勧 誘 す る こ と 。  
 二 性 風 俗 関 連 特 殊 営 業 （ 風 適 法 第 二 条 第 五 項 に 規 定 す る 性 風 俗 関 連 特 殊 

営 業 を い う 。 ） に お い て 客 に 接 す る 業 務 に 従 事 す る よ う に 勧 誘 す る こ と 。  

 三 接 待 飲 食 等 営 業 （ 風 適 法 第 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 接 待 飲 食 等 営 業 の う

ち 、 同 条 第 一 項 第 一 号 に 該 当 す る 営 業 を い う 。 ） の 客 と な る よ う に 勧 誘

す る こ と 。  
 

第 十 九 条 ～ 第 二 十 一 条 の 四 （ 略 ）  
 

 （ 遊 技 場 に お け る 非 行 の 防 止 ）  

第 二 十 二 条 テ レ ビ ゲ ー ム 機 、 ス ロ ッ ト マ シ ン そ の 他 の 遊 技 機 を 設 置 し て 客

に 遊 技 を さ せ る 営 業 （ 風 適 法 第 二 条 第 一 項 第 四 号 に 規 定 す る 営 業 を 除 く 。 ）

又 は 第 二 十 一 条 の 二 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 営 業 を 行 う 者 及 び こ れ ら の 営 業

を 行 う 場 所 を 管 理 す る 者 は 、 当 該 場 所 に お い て 、 青 少 年 が 喫 煙 、 飲 酒 そ の

他 の 非 行 を し な い よ う そ の 防 止 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  
 

第 二 十 三 条 ～ 第 二 十 五 条 （ 略 ）  
 

 （ 立 入 調 査 ）  

第 二 十 六 条 知 事 は 、 こ の 条 例 の 施 行 に 必 要 な 限 度 に お い て 、 そ の 指 定 す る

職 員 に 、 次 に 掲 げ る 場 所 に 立 ち 入 り 、 業 務 の 状 況 を 調 査 さ せ 、 又 は 関 係 人

に 質 問 さ せ る こ と が で き る 。  
 一 ～ 七 （ 略 ）  
 八 テ レ ビ ゲ ー ム 機 、 ス ロ ッ ト マ シ ン そ の 他 の 遊 技 機 を 設 置 し て 客 に 遊 技

を さ せ る 営 業 （ 風 適 法 第 二 条 第 一 項 第 四 号 に 規 定 す る 営 業 を 除 く 。 ） を

行 う 場 所  

２ ・ ３ （ 略 ）  
 

第 二 十 七 条 ～ 第 三 十 三 条 （ 略 ）  

 一 着 用 済 み 下 着 等 を 売 却 す る よ う に 勧 誘 す る こ と 。  
 二 性 風 俗 関 連 特 殊 営 業 （ 風 適 法 第 二 条 第 五 項 に 規 定 す る 性 風 俗 関 連 特 殊  

営 業 を い う 。 ） に お い て 客 に 接 す る 業 務 に 従 事 す る よ う に 勧 誘 す る こ と 。 
 三 接 待 飲 食 等 営 業 （ 風 適 法 第 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 接 待 飲 食 等 営 業 の う

ち 、 同 条 第 一 項 第 二 号 に 該 当 す る 営 業 を い う 。 ） の 客 と な る よ う に 勧 誘

す る こ と 。  
 

第 十 九 条 ～ 第 二 十 一 条 の 四 （ 略 ）  
 

 （ 遊 技 場 に お け る 非 行 の 防 止 ）  

第 二 十 二 条 テ レ ビ ゲ ー ム 機 、 ス ロ ッ ト マ シ ン そ の 他 の 遊 技 機 を 設 置 し て 客

に 遊 技 を さ せ る 営 業 （ 風 適 法 第 二 条 第 一 項 第 七 号 に 規 定 す る 営 業 を 除 く 。 ）

又 は 第 二 十 一 条 の 二 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 営 業 を 行 う 者 及 び こ れ ら の 営 業

を 行 う 場 所 を 管 理 す る 者 は 、 当 該 場 所 に お い て 、 青 少 年 が 喫 煙 、 飲 酒 そ の

他 の 非 行 を し な い よ う そ の 防 止 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  
 

第 二 十 三 条 ～ 第 二 十 五 条 （ 略 ）  
 

 （ 立 入 調 査 ）  

第 二 十 六 条 知 事 は 、 こ の 条 例 の 施 行 に 必 要 な 限 度 に お い て 、 そ の 指 定 す る

職 員 に 、 次 に 掲 げ る 場 所 に 立 ち 入 り 、 業 務 の 状 況 を 調 査 さ せ 、 又 は 関 係 人

に 質 問 さ せ る こ と が で き る 。  
 一 ～ 七 （ 略 ）  
 八 テ レ ビ ゲ ー ム 機 、 ス ロ ッ ト マ シ ン そ の 他 の 遊 技 機 を 設 置 し て 客 に 遊 技

を さ せ る 営 業 （ 風 適 法 第 二 条 第 一 項 第 七 号 に 規 定 す る 営 業 を 除 く 。 ） を

行 う 場 所  

２ ・ ３ （ 略 ）  
 

第 二 十 七 条 ～ 第 三 十 三 条 （ 略 ）   


